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議案第１号

むつ市教育委員会事務専決代決規程の一部を改正する訓令

むつ市教育委員会事務専決代決規程の一部を改正する訓令を制定したいので、む

つ市教育委員会事務委任規則第１条第９号の規定により教育委員会の議決を求め

る。

令和４年３月１７日提出

むつ市教育委員会教育長 阿 部 謙 一

提案理由

本案は、財産の貸付、校長の休暇の承認、図書館及び公民館における代決者の設

定が現状と乖離しているため、所用の条文改正を行うものである。
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むつ市教育委員会事務専決代決規程の一部を改正する訓令

令和 年 月 日公表

教育委員会訓令甲第 号

むつ市教育委員会事務専決代決規程（平成２１年むつ市教育委員会訓令甲第２

号）の一部を次のように改正する。

第７条に次の１項を加える。

２ 前項の規定にかかわらず、別表第４の代決する者（以下「代決権者」とい

う。）に掲げる者が全て不在であって、事務の遂行に支障があると認められると

きは、教育部長からあらかじめ承認を得て、相当の期間を定めて、代決権者以外

の者に代決させることができる。

第８条第５号を次のように改める。

⑸ 学校管理規則第２３条による校長の１０日以上にわたる休暇に関すること。

別表第１中

「
電気事業及び電気通信事業のための電柱類の
設置並びに水道事業のための管類の埋設に係 ○ を
る行政財産の目的外使用の許可

」

「
電気事業及び電気通信事業のための電柱類の
設置並びに水道事業のための管類の埋設に係 ○
る教育財産の目的外使用の許可

に改める。
使用期間が１年を超えない教育財産の目的外

○
使用の許可

」

別表第２学校教育課の部学校指導専門計画及び校外行事及び準教科書使用の承認

の項を削る。

別表第４中

「 「
公民館長の指定する順序

公民館長の指定する順序
による主幹、主任主査又 を に改め、

による主幹、主任主査
は主査

」 」

「 「
図書館長の指定する順序

図書館長の指定する順序
による主幹、主任主査又 を に改める。

による主幹、主任主査
は主査

」 」
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附 則

この訓令は、令和４年４月１日から施行する。
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